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箕輪町中小企業競争力向上支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町内中小企業者が競争力を高め、高付加価値化を目指すた

めの取組や人材育成の支援を目的として、予算の範囲内において箕輪町中小企

業競争力向上支援補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて

、箕輪町補助金等交付規則（昭和55年箕輪町規則第21号）に定めるもののほか

、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１）中小企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条に規定する中  

小企業者をいう。 

（２）知的財産権 特許法（昭和34年法律第121号）第66条第１項に規定する特許      

権及び実用新案法（昭和34年法律第123号）第14条第１項に規定する実用新案  

権をいう。 

（３）製造業 統計法（平成19年法律第53号）第28条第１項に規定する統計基準 

である日本標準産業分類（平成21年総務省告示第175号）に掲げる大分類Ｅの  

製造業をいう。 

（４）試験等手数料 長野県工業技術総合センター試験等手数料の額を定める規 

則（昭和58年長野県規則第11号）別表に定める手数料をいう。 

（５）設備使用料 工業技術総合センター機械器具等使用要領に定める使用料を 

いう。 

（６）小規模企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第５項に規 

定する小規模企業者をいう。 

（補助金の交付等） 

第３条 別表の左欄に掲げる補助事業の区分ごとに、当該事業を行う同表の対象

者の欄に規定する者で町税等の滞納（不申告を含む。）していない者に対し補

助金を交付する。 

２ 前項の規定による補助金の交付は、別表の左欄に掲げる補助事業の区分ごと

に同表の補助対象経費の欄に規定する経費について行うものとし、その額は、

当該経費について同表の補助率又は補助額の欄に規定する率を乗じて得た額又

は同欄に規定する額であって、同表の補助限度額の欄に規定する額以下の額と

する。 

（交付申請及び実績報告等） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、箕輪町中小企業競争力向上支援補



助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に添付書類を添えて、補助事業の

完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の３月31日のいずれか早

い日までに町長に提出しなければならない。 

（交付決定及び補助金額の確定） 

第５条 町長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を

審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、箕輪町中小企業競争力向上

支援補助金交付決定書兼確定通知書（様式第２号）により、当該申請した者に

通知するものとする。 

（交付請求） 

第６条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付を請求するときは、箕

輪町中小企業競争力向上支援補助金交付請求書（様式第３号）を町長に提出す

るものとする。 

  

別表（第３条関係） 

補助事業 対象者 補助対象経

費 

補助率又は

補助額 

補助限度額 

補助事業の

名称 

補助事業の

内容 

知的財産権

申請事業 

知的財産権

の取得申請 

町内に事業

所を有し町

内で１年以

上製造業を

営む中小企

業者 

出願料に係

る印紙代及

び出願審査

請求料 

補助対象経

費の2分の1

以内（千円

未満切り捨

て） 

1 回 に つ き

15万円 

( 一 の 年 度

につき１回

限り) 

 

長野県工業

技術センタ

ー活用事業 

 

 

1  長 野 県

工業技術セ

ンターに依

頼する工業

製品試験 

２ 長野県

工業技術セ

ンター保有

の機械器具

等の設備利

用 

町内に事業

所を有し町

内で１年以

上製造業を

営む中小企

業者 

試験等手数

料及び設備

使用料 

補助対象経

費（国、県

等からこの

要綱と同様

の趣旨で補

助金等を受

ける場合は

、当該給付

額を控除し

た額）の２

分の１以内

（千円未満

切り捨て） 

一の年度に

つき５万円 

国際規格等

取得事業 

次に掲げる

国際規格及

び国内規格

町内に事業

所を有する

中小企業者 

規格を新規

に取得する

ために要し

補助対象経

費の２分の

１以内（千

50万円 

( 一 の 規 格

につき１回



1 ISO9001 

2 ISO13485 

3 ISO14001 

4 ISO22000 

5 JISQ9100 

6 その他国

際規格及び

国内規格に

準ずる資格

で町長が特

に認めるも

の 

 

た経費のう

ち、次に掲

げるもの 

1 専門家へ

の委託経費 

2 資料購入

経費 

3 取得の申

請に直接要

する経費 

4 その他町

長が必要と

認める経費 

円未満切り

捨て） 

限り) 

 

人材育成研

修事業 

国及び県並

びにこれら

に準ずる機

関として町

長が特に認

めたものが

実施し次に

掲げるもの

１ 人材育

成研修（マ

ネジメント

、業務改善

、ＯＪＴ（

オンザジョ

ブトレーニ

ング）その

他資質及び

能力向上に

寄与するも

の） 

２ 技術力

向上研修（

当該企業者

の業務に直

接寄与する

内容の研修

町内に事業

所を有する

小規模企業

者 

 

 

 

 

 

研修の受講

料（テキス

ト代を含む

） 

補助対象経

費の２分の

１以内（千

円未満切り

捨て） 

一の年度に

つき９万円

（一の年度

につき、研

修に参加し

た者１人あ

たり３万円

） 



） 

ただし、次

に掲げる研

修は対象と

しない。 

１ 資格取

得を伴う研

修（ただし

、当該研修

を終了した

ことに対す

る終了証の

み発行され

るものは除

く。） 

２ 資格更

新のための

研修 

３ 従業員

教育研修（

資質及び能

力向上に寄

与するもの

でなく、新

人研修のよ

うな社会生

活の基礎を

学ぶもの） 

 


